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行改委員会、子ども・子育て会議、教育あり方検討会
１０月２１日、第１回桑名市行政改革推進委員会と第２回桑名市子ども・子育て会議（開催時間が重なる）が行われましたが、市民の皆さんに開催の告知がなされない失態でした。傍聴者は、議会事務局から投げ込み資料を貰った市会議員若干名だけでした。２５日には第６回学校教育あり方検討委員会がありました。
第１回桑名市行政改革推進委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１、１０月１１日に開設した、公民連携のワンストップ対話窓口「コラボ・ラボ桑名」の報告。　市の社会課題・地域課題の解決を目指し、民間事業者等と行政の対話により連携を進め、お互いの知恵とノウハウを結集して新たな解決方法、新たな価値を創出するワンストップ対話窓口だそうです。　　　　　　　　　　　２、補助金の見直しの方向性について、事業補助の原則、終期の設定、総ての補助金に交付要綱の制定、少額補助金の廃止、補助対象経費・算定基準の明確化等を議論したそうです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３、ネーミングライツ提案（市民会館の名称変更、ＮＴＮシティホール）については非公開でした。　（市民から意見を募りましたが、少数だったそうです。）　　　　　　　第２回桑名市子ども・子育て会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事１、桑名市子ども・子育て会議について　前回もめた会議で委員側より行政に対して信頼関係がないと決めつけられました。そのせいなのか、条例をもち出し、所掌事務の説明から行われましたが、「子ども・子育て会議」で出された意見を集約して最大限尊重し担当部局に報告すると説明されたところで、委員長より意義が出され、出された意見を事務局の中でいじって欲しくない、そのまま担当部局に連絡して、担当部局で「子ども・子育て会議」からの意見を最大限尊重して施策に反映して欲しいということになった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事２、今年度スケジュールについて　議事３、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策等について　議事４、その他（事前に提出された委員の質問に答えて他）以上は省略（後日出される議事録を参照ください。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第６回学校教育あり方検討委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏面に「望ましい学校教育のあり方」中間とりまとめを星野個人の要約で載せました。全市的な小中一貫校導入の説明会は行わない様です。モデル校での実施は、伊藤徳宇市長が多度で行うと公約しています。　全くの委員会無視の姿勢です。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください。
日刊紙　月３,４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議員団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/
ご意見をお寄せください　ＦＡＸは　２２－３０２８　（星野自宅）
桑名の介護保険「元気アップ交付金」は利用抑制
先週、新聞２紙で桑名の介護保険の新しい制度(交付金付与）が紹介されました。
介護保険サービス不要になったら、桑名市交付金「どうぞ」個人や事業者へ（１０月２８日　朝日新聞）、高齢者の社会復帰後押し、桑名市「元気アップ交付金」（１０月３０日　中日新聞）
この「元気アップ交付金」は、短期集中予防サービスである「桑名市くらしいきいき教室」終了後、６カ月間、介護保険サービスを利用せずに地域生活を過ごした場合に、利用者本人、介護予防ケアマネジメント事業所、桑名市くらしいきいき教室実施事業所にそれぞれ交付される桑名市独自の制度です。
私は、昨年の６月に、この制度は介護保険の本来の目的（＊）に反し、被保険者（利用者）が介護保険から無理やり「卒業」させられ、自治体（保険者）による社会的排除の恐れがある事と、交付金は、成功報酬・インセンティブととらえられ、介護保険の報酬として、支払われるのは不当であるので、給付の中止を求める住民監査請求をしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＊）介護保険法第１条「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること」
監査結果は、「介護保険の報酬として、本件交付金の交付を規定する法令等はなく、本件交付金の交付は、利用者の『自立支援』の実現と持続可能な介護保険制度の実施に向けた自治体の取組として、介護保険の保険者である市長の裁量権の範囲と認められる。なお、『地域生活応援会議』において、給付抑制に対する措置が図られているところである。また、本件交付金事業は、本計画に位置付けられるとともに、事業費については、議会の審議を経て可決され、要綱に基づき実施されている。したがって、平成２８年度以降に支出が予定されている本件交付金についての支出に、不当性は認められないと判断する」でした。
しかしながら、付加意見として「インセンティブの付与が給付の抑制につながることのないよう、制度の周知とともに適切に事業が運営されることを要望するものである。また、本件交付金の支出科目については慎重に検討されたい。」とありました。今後、注視していく必要があります。
「望ましい学校教育のあり方について」中間とりまとめ

（星野公平の要約）
今後、諮問事項(以下の３つ)の「（３）中学校区を基本とした地域毎の学校施設の具体的な形態について」を検討していくにあたり、諮問事項の（１）桑名市における小中一貫教育について、（２）小規模校への対応についての基本的な方向性について、中間とりまとめを行います。（第５回学校教育あり方検討委員会）
１、桑名市教育委員会が示す５つの教育課題

①学力・学習意欲の向上、②小学校から中学校への滑らかな接続、③小規模校への対策、④老朽化の進む学校施設への対応、⑤教員の意識改革と指導力向上
２、全国の小中一貫教育と「学校教育あり方検討委員会」の実施状況について

小中一貫教育を桑名市に合った形で推進するため、桑名市の教育課題とされる小規模校の視察や小中一貫教育を推進していく上で、どのような施設形態が望ましいかについて先進地視察を行う中で実施調査を行ってきました。 更に、小学校６年生や中学校１年生、教職員、市民に対してアンケート調査を実施し、小中一貫教育や各中学校ブロックで実施されている小中連携の成果や課題等について把握に努めてきました。今後、アンケート調査の結果については各種協議における参考資料としていきたいと考えています。

【コメント】小中一貫教育推進ありきという出発点が間違っている。視察は１校のみで都合のいいところだけで調査と言えるのか。アンケートの分析結果が報告されたのは第６回委員会です。この中間取りまとめには生かされていません。
３．本市における小中一貫教育について
（１）小中一貫教育の推進とその施設形態について

桑名市では平成１９年度より「義務教育９年間の学びの連続性の保障や地域の子どもに共通する課題の解決」を目的に、各小中学校が小中連携に取り組み、多くの成果を得ています。桑名市においてもこれまで培ってきた小中連携をベースにし、本市に合った形で小中一貫教育を本格的に取り組むべきであると考えます。 

桑名市における小中一貫教育では、他市町の事例にもあるように、教科担任制、乗り入れ授業（特定の授業で小学校教員が中学校で授業をしたり、中学校教員が小学校で授業をしたりすること）等の学力・学習意欲の向上の取組や異学年交流等、子どもたちの自尊感情を育むための取組等を行うことが考えられます。 

このことから、小中一貫教育をより円滑で効果的な取り組みが行いやすいよう、施設形態については、施設一体型小中一貫校の設置が望ましいと考えます。 

そこで、桑名市に合った形で小中一貫教育を推進するため、施設一体型小中一貫校のモデル校を設置し、得られた効果や課題を検証した上で、教育の機会均等の観点からも将来的には各中学校ブロックに施設一体型小中一貫校の小中一貫教育を拡げていくことが望まれます。
【コメント】平成１９年度より小中連携に取り組んできたというが、第５回委員会で１枚の資料Ａ４が提出されただけです。多くの成果を得ているというが、中学進学に向けた不安を一定解消する事が出来た程度です。課題の方が多いです。
モデル校については、表面でも記載しましたように、委員会での検討前に、伊藤徳宇市長は多度地区でと公言しています。これは、学力テストの結果の公表を公約で言っているように首長・行政の教育に対する重大な干渉です。放置することは許されません。
（２）施設一体型小中一貫校の設置に向けた配慮事項（基準例）
○ １学年２学級～３学級が望ましい。（７００～１，０００人程度） 

○ 児童生徒数の減少、複式学級等の小規模化が進む中学校区、施設の老朽化 が進む中学校区、分散進学の割合の高い中学校区等を考慮する。

○ 通学距離は小学生４㎞、中学生６㎞の基準（公立小学校・中学校の適正規 模・適正配置等に関する手引）をもとに徒歩通学を推奨する。自転車通学 は、現中学校の基準を参考にする。この基準を越える際には、スクールバスの導入など、適切な手立てを講じる必要がある。 

○ 通学路を新たに設定する際には、市長部局の関連部局や県警等とも連携して、スクールゾーンの再設定を行うとともに、カーブミラー、街灯、横断 歩道や信号機、防犯カメラなどについても必要に応じて整備を行う必要がある。

４．課題となること
（１）地域住民等への理解促進について

（２）分散進学について

（３）施設一体型小中一貫校に取り込む施設及び機能等について(公立幼稚園)
（４）教職員の負担感・多忙感について
【コメント】アンケート結果に基づき、早急に全市的に説明会を行うべきです。

教職員、地域の皆さんの学習で地域破壊の小中一貫校導入を止めさせましょう。
「核兵器禁止条約」の交渉開始決議案採択
国連総会の軍縮問題を担当する第１委員会で、「核兵器禁止条約」などを交渉する会議を招集する決議案を１２３カ国の圧倒的多数の賛成で採択しました。「核兵器のない世界」の実現への画期的な動きです。決議案は１２月初旬の総会で採択されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ残念ながら、唯一の被爆国、日本は反対しました。アメリカの「核の傘」に頼る安倍政権がこれに屈し、決議案に反対したことはまことに恥ずべきことです　　　　　　　決議案（「核軍備撤廃多国間交渉の前進」）は、「核兵器を禁止し、完全廃絶につながる法的拘束力のある措置を交渉するために、２０１７年に国連会議を招集する」としています。会議は、ニューヨークで開催されます。　　　　　　　　　　　　ｐ核兵器を禁止し、廃絶する条約は、被爆者をはじめ世界の反核平和運動が、長年求めてきたものです。核兵器の禁止＝違法化へ踏み出すことは､極めて大きな意義があります｡核兵器の使用や保有などを正当化する根拠が否定されるからです。これまでも化学兵器や生物兵器は法的に禁止され、廃棄されてきました｡来年の交渉会議は､｢核兵器のない世界｣への扉をひらく歴史的な一歩となりうるものです。　ｐ被爆国にふさわしい役割を果たさせていくことがますます重要となっています。　　　　　　　核兵器固執勢力は追い詰められ、矛盾を深めています。しかし、抵抗と逆流が強まることも予想されます。それを打ち破る最大の力は世論と運動です。世界で数億を目標にした「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」（「ヒバクシャ国際署名」）をこれからも頑張って広めていきたいと思います。
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２７０　　　２０１６年　　１１　月　　３　日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５











































































































